
ＪＲ四国労組自動車支部ニュース
２０２１年３月２３日（Ｎｏ９／１）  発行責任者／大谷 清 編集責任者／幸   大 

２０２１春季生活闘争妥結 
ＪＲ四国労組は本日、団体交渉を行い、会社の厳しい経営環境は認識しつつ

も、日夜「安全」を第一義に奮闘する組合員の負託に応えるべく、粘り強い交

渉を重ねてきた結果、会社側から次のとおり最終回答があった。 

◯ 定期昇給については年令給のみ実施！

◯ 再雇用者の職種別賃金の一部改定
（シニアＡ運転係 最低保障額(甲) 140,000 円→180,000 円）

【申第１５号「賃金引き上げ」について】

回 答 書 

２０２０年度は、基幹事業である高速バス部門において、ドリーム松山号の運行系統の

１年間の休止期間を経過しての運行系統廃止、続けてドリーム高知・徳島号の運行系統廃

止を行うこととし、ドリーム高松号については運行系統の休止の継続中です。年度を通じ

ての新型コロナウイルス感染症の感染防止対策による移動の自粛ムードは、すなわち高速

バス利用控えに繋がり、５月のほぼ全面運休からの脱却としての運行再開を模索しつつ、

依然として全面再開の見通しに至らない状況です。 

この影響による大幅な減収は、年度決算ではこれまでにない大幅な当期損失となる見込

みです。 

２０２１年度は、当社にとって３期連続の赤字経営及び資金繰りに係る厳しい状況に推

移することから、これらに対応できる体制作りや生き残りの課題として親会社にＣＭＳの

借入限度額の増額をお願いするなど、間接部門の業務運営の効率化や運行部門と販売部門

のコスト削減とも合わせ、基幹的事業である高速バス路線のあるべき運営体制の試行に取

り組むほか、補完的事業の模索などにより、地域社会から信頼される企業としてあるべく、

強靱な経営体質を目指します。 

このような状況のなかでの２０２１年度の新賃金については、厳しく新たな局面を迎え

る時代に向けて、労使一体となり経営基盤維持の取り組みを進めていくために、貴組合の

格段のご理解とご協力を得てこの難局を乗り切ることとし、次のとおりとします。 

２０２１年４月１日以降の５５歳未満の社員の基本給の定期昇給相当分の引上げについ

て、経営状況等を勘案し、職能給については実施しません。 

ただし、年令給については、所定通り実施します。 

なお、精算については、２０２１年５月２５日（火）以降、準備でき次第とします。 
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【申第１６号「準組合員（定年退職再雇用契約社員）の契約基本賃金の算定措置」 

について 】 

◇ 準組合員（定年退職再雇用契約社員）の契約基本賃金の算定を改善されたい。

これまで、老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始時期を６０歳以降６５歳までの年

齢区分により、段階的にずらして設定し、その該当者は生年月日で区分してきた制度に対

応して、定年退職再雇用時の契約基本賃金を算定してきた方法である定年退職時の基本給

に係数（例えば０.８）を乗じて契約基本賃金とする方法は、当分の間継続することになる

と考えます。 

女性については、６０歳以降６５歳までの老齢厚生年金報酬比例部分支給開始年齢の段

階的な生年月日による該当者区分を基準に、５年先行して制度適用した同じ支給開始年齢

の適用である男性の生年月日区分毎に用いた算定手法を基本的には引用し、適用していく

ことになると考えています。 

なお、係数の数値及び適用期間については、会社の経営状況等を勘案し、その都度設定

することになると考えています。 

◇ 現在、６２歳に達する月まで適用となっている１９５９年４月２日から１９６１年４月

１日に生まれた男性について、６３歳までの適用方を明らかにされたい。

１９５９（昭和３４）年４月２日から１９６１（昭和３６）年４月１日に生まれた男性

について、６２歳到達までの間の契約基本賃金は、退職時の基本賃金に０.８を乗じた額と

しています。 

該当者の場合は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始時期が６４歳となることか

ら、６２歳到達以降６３歳まで、さらに６４歳到達までの契約基本賃金は、退職時の基本

賃金に０.５を乗じた額とします。 

その後、６４歳到達以降は、退職時の基本賃金に０.５を乗じた額とします。 

◇ １９６１年４月２日以降に生まれた組合員について適用方を明らかにされたい。

１９６１（昭和３６）年４月２日以降に生まれた男性について、６２歳到達までの間の

契約基本賃金は、退職時の基本賃金に０.８を乗じた額とします。 

なお、６２歳到達後、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢である６５歳までの

契約基本賃金の算定については、然るべき時期に明らかにしたいと考えています。 

【申第１７号「労働時間の短縮及び制度改善」について】 

『主な申し入れと回答』 

◇ 今後の労働時間短縮についての実施計画を明らかにされたい。

会社を取り巻く旅客自動車運送事業の経営環境等を勘案した場合、運転者不足の問題が

あることなど自動車運転業務の実態を踏まえた検討の結果として、時間外労働時間の上限

の規制の適用については、２０２４年度まで猶予されているということなどからして、現

時点では労働時間の短縮については、厳しい状況であると思われます。 

一連の労働時間法制の見直し項目などの規定に従い、事業を進めていく考えです。 
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◇ 年休の付与条件における出勤率算定については、経営上の都合により休業となった日数

を出勤日数とされたい。

年休の付与条件における出勤率の算定時の出勤日数は、就業規則第７１条に規定する内

容のとおりです。 

◇ 年令給及び職能給並びに５５才到達後の基本給を改善されたい。

現時点、見直しは考えていません。 

◇ 経営上の都合による待命休職期間を昇給の所要期間に含めるとともに、昇給実施日に待

命休職中の者は昇給の適用範囲とされたい。

経営上の都合による待命休職と昇給の所要期間等の取り扱いについては、現行賃金規程

等に規定されているとおりです。 

◇ 準組合員（契約社員及び定年退職再雇用契約社員）の賃金を改善されたい。

契約社員基本賃金（営業・事務職及び運転職）の採用時の基本賃金については、現行通

りとします。 

定年退職再雇用契約社員の基本賃金は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給時期を基

準に算出方を設定していますが、当面この算定方式を踏襲し、最低保障額の設定と合わせ

て運用していきます。 

今回シニアＡの働き方区分の運転係について、最低保障額（甲）の金額１４０,０００円

を１８０,０００円に改定します。 

実施は、２０２１年４月１日とし、実施日以降において、該当者である者に適用します。 

別紙「定年退職者の継続雇用制度に関する協定」第６項職種別賃金額（別表）の 

一部改定 

◇ 準組合員の休暇制度など、組合員（社員）と格差がある制度については組合員（社員）

と同一とされたい。

社員と同一の取り扱いとなる制度については、改正労働契約法の趣旨及びガイドライン

を参考に、２０２１年４月１日実施として、制度改正を行いました。 

◇ 年金満額支給開始年齢まで社員（組合員）として勤務できる制度など、今後の社会変容

を見据えた勤務制度を構築するとともに、高年齢者雇用安定法改正（７０歳就業法）への

対応方を明らかにされたい。

年金満額支給開始年齢まで社員として勤務できる制度については、現行制度化されてい

る「再雇用契約社員就業規則」に規定する雇用契約等の取り扱いによることになります。 

２０２１年４月１日に施行となるいわゆる改正高年齢者雇用安定法に定められた７０歳

までの高年齢者就業確保措置を講じることについての事業者の努力義務については、法改

正の趣旨を理解し、かつ現行の雇用確保措置である当社としての取り組みである「６５歳

までの継続雇用制度」に規定する「再雇用契約社員」の取り扱いを基本として、今後、検

討と貴組合との協議に向けて取り組みしていきたいと考えています。 
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◇ ハラスメント対策関連法に対して適切に対応されたい。

改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）は、令和元(2019)年６月５日に公布され、

施行時期については、大企業は令和２(2020)年６月、中小企業は令和４(2022)年４月とさ

れています。中小企業は施行時期までは努力義務となります。 

厚生労働省告示第５号(令和 2 年 1 月 15 日付け)として「職場におけるハラスメント関係

指針」及び同第６号(同日)「改正セクハラ防止の指針」が公表されていますので、これら

を参考に、法改正の趣旨に沿って、しかるべき時期までに適切な対応がとれるように検討

を進めていきます。 

《主なやり取り》 

【組合】新型コロナウイルスの影響により会社の経営環境が厳しい状況にあることは認識す

るものの、職能給についての定期昇給が見送られたことは非常に残念である。なぜ、

職能給の定期昇給が実施できないのか。 

【会社】会社としても職能給についての定期昇給の実施に向け検討したが、今年度は大幅な

赤字決算となり、来年度についても赤字が見込まれる。また、今後も不透明な経営

状況が続くことが想定されることから、資金繰りを含め極めて厳しい経営環境下に

おいて、長期人件費に影響を与える職能給表による昇給は実施できない。 

【組合】職能給表による昇給が実施されないことにより、今年度と来年度の社員登用者の職

能給が同一となり、１年間会社に貢献したことが報われていない。さらに、全世代

の組合員の勤労意欲・モチベーション低下につながりかねないと考える。 

【会社】繰り返しになるが、現行の会社体力を勘案すると、職能給表による昇給は困難であ

り、今年度と来年度の社員登用者の職能給が同一となることは、会社の経営状況の

巡り合わせであり、一定仕方ないと考える。しかしながら、この１年間の取り組み

に対して個別の抜てき昇給を実施する。 

【組合】今回の待命休職は発令された日数が個々により異なるが、個別の昇給を実施するに

あたっての所要期間はどのように考えているのか。 

【会社】個別の抜てき昇給については、安全の取り組み、増収活動、勤務成績等を総合的に

判断し実施するものであり、待命休職期間については対象としない。 

【組合】年休の付与条件である出勤率について、今回の待命休職は会社都合によるものであ

り、組合員に何ら非はないことから、所定通りの日数を付与すべきである。 

【会社】今回の待命休職は、労働者に責のない休業であり、法の趣旨に則り取り扱うことと

する。 

【組合】準組合員（定年退職再雇用契約社員）の一部職種別賃金改定は、人材確保・定着の

観点から一定評価するものの、今年度は若年者の退職が後を絶たない状況である。

中長期的な視点からも人材の流出は会社にとっても大きな損失であり、今後の事業

運営そのものにも影響を及ぼしかねないと考える。この離職の連鎖に歯止めをかけ

るべく、年令給・職能給の改善を行い、入社から退職まで意欲を持って働き続けら

れる環境を早急に整備すべきである。 



ＪＲ四国労組自動車支部ニュース 
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【会社】年令給・職能給の改善については、会社としても検討課題であると認識し、議論・

勉強しているが、長期人件費にも影響することから、現行の経営状況を勘案すると

困難であり、今後についても慎重に検討すべき事項と考える。 

【組合】その他、今回改善が図られなかった各種手当や制度についても、組合員のさらなる

就労意欲の高揚に向けて今後も引き続き検討を要請する。 

【会社】まずは会社の存続を第一に、会社の経営体力、社会的すう勢、貴側の要求主旨等を

総合的に見極めながら検討していく。 

組合は、回答を持ち帰り検討した結果、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく

受け、来年度も含め３期連続の赤字決算が想定されるなど極めて厳しい経営環境のな

か、年令給表による昇給の実施及び、一部ではあるが定年再雇用契約社員の職種別賃

金改正についての回答を得たこと、さらに、次年度の年休付与日数についても法の趣

旨に則り取り扱うことを確認したことから、本日１８時３０分に妥結した。 

なお、前回交渉時に説明のあった「職制の一部改正」については、組合員に不利益

な取り扱いとならないことを確認し、了承した。 

以 上 



 別 紙 

「定年退職者の継続雇用制度に関する協定」の一部改定について 

２０２１年３月２３日 

ｼﾞｪｲｱｰﾙ四国ﾊﾞｽ（株）

標題の協定（２０２０年９月２５日）について、第６項職種別賃金額（別表）及び 

その実施期日について次のとおり改定します。 

１ 再雇用者の職種別賃金 

区 分 

シニアＡ シニアＢ シニアＣ

月 給 
運転 

手当 
時 給 

運転 

手当 
時 給 

運転 

手当 

運転係 

最低保障額(甲) 

１８０,０００円 

最低保障額(乙) 

１８０,０００円 

５０円

/時間 

甲 

１,０８０円 

乙 

１,１００円 

５０円

/時間 

甲 

１,０８０円 

乙 

１,１００円 

５０円

/時間 

構内 

運転係 

最低保障額 

１４０,０００円 
－ ８２５円 － ８２５円 － 

デスク 
最低保障額 

１４０,０００円 
－ ８２５円 － ８２５円 － 

営業係 

(プラザ等） 

最低保障額 

１４０,０００円 
－ ８２５円 － ８２５円 － 

清掃係 

(香川県内）
－ － ８２０円 － ８２０円 － 

清掃係 

(愛媛.徳島. 

高知県内） 

－ － ８００円 － ８００円 － 

※ 今回の改定は、シニアＡ欄の運転係最低保障額（甲）の下線部分です。

２ 実施期日 

２０２１年４月１日以降適用 




